
勝 浦 市 婚 活 支 縁 員 設 置 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 結 婚 を 望 む 未 婚 者 に 対 し て 男 女 の 出 会

い の 機 会 の 仲 介 等 、 出 会 い か ら 成 婚 ま で の 支 援 を す る こ と

を 目 的 と す る 勝 浦 市 婚 活 支 縁 員 （ 以 下 「 支 縁 員 」 と い う 。）

を 設 置 す る 。  

（ 活 動 内 容 ）  

第 ２ 条  支 縁 員 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 に 掲 げ る

活 動 を 行 う 。  

(1) 未 婚 者 男 女 の 出 会 い の 機 会 の 仲 介  

(2) 未 婚 者 男 女 へ の 出 会 い に 関 す る イ ベ ン ト の 情 報 提 供 及  

び 参 加 の 働 き か け  

(3) 未 婚 者 男 女 の 交 際 か ら 結 婚 に 至 る ま で の 支 援 活 動  

(4) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 独 身 男 女 の 結 婚 に 向 け た  

活 動 の 支 援 に 必 要 な こ と 。  

（ 登 録 ）  

第 ３ 条  支 縁 員 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 勝 浦 市 婚 活 支

縁 員 登 録 申 請 書（ 別 記 第 １ 号 様 式 ）に 誓 約 書（ 別 記 第 ２ 号 様

式 ） を 添 付 し 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 者 の う ち 、 次 条 に 掲 げ る 登

録 要 件 を 満 た す 者 を 支 縁 員 と し て 登 録 す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 登 録 を し た と き は 、 勝 浦 市 婚 活 支 縁 員 証

（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 登 録 要 件 ）  

第 ４ 条  支 縁 員 と し て 登 録 す る 者 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 者 と

す る 。  

(1) 市 内 に 住 所 又 は 勤 務 地 を 有 し 、 独 身 男 女 の 結 婚 活 動 を  

支 援 で き る ２ ０ 歳 以 上 の 者  

(2) ボ ラ ン テ ィ ア と し て 活 動 で き る こ と 。  

(3) 業 と し て 結 婚 相 談 又 は 結 婚 紹 介 を 行 わ な い 者  

（ 登 録 の 取 り 消 し ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 支 縁 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と



き は 、 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 (1) 前 条 の 要 件 を 満 た さ な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。  

 (2) 虚 偽 の 申 請 に よ り 登 録 さ れ た 者 と 認 め ら れ る と き 。  

 (3)  地 位 又 は 活 動 上 知 り 得 た 情 報 を 利 用 し 、 結 婚 支 援 以 外

の 活 動 を 行 っ た と 認 め ら れ る と き 。  

 (4)  勝 浦 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 勝 浦 市 条 例 第 ２ １

号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ

る と き 。  

 (5) 本 人 か ら 登 録 取 り 消 し の 申 し 出 が あ っ た と き 。  

 (6)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 支 縁 員 と し て 不 適

当 と 認 め る と き 。  

（ 任 期 ）  

第 ６ 条  支 縁 員 の 任 期 は 、 登 録 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た 日 の

属 す る 年 度 の 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、 再 任 は 妨 げ な い も

の と す る 。  

（ 婚 活 支 縁 員 証 ）  

第 ７ 条  支 縁 員 が 第 ２ 条 に 規 定 す る 活 動 に 従 事 す る と き は 、

婚 活 支 縁 員 証 を 所 持 し 、 そ の 身 分 を 明 ら か に し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 報 告 ）  

第 ８ 条  支 縁 員 は 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 活 動 を 行 っ た と き は 、

婚 活 支 縁 員 活 動 報 告 書（ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）に よ り 、定 期 に 市

長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 援 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 支 縁 員 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 支 援 等 を 行 う も

の と す る 。  

 (1) 活 動 に 繋 が る 情 報 の 提 供  

 (2) 活 動 に 必 要 な 知 識 等 を 習 得 す る 機 会 の 提 供  

 (3) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 活 動 に 有 益 と 認 め ら れ る  

事 項  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 １ ０ 条  支 縁 員 は 、 勝 浦 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 １ ６ 年

勝 浦 市 条 例 第 ４ 号 ） の 規 定 に よ り 、 職 務 上 知 り 得 た 個 人 の



秘 密 を 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様

と す る 。  

（ 報 酬 等 ）  

第 １ １ 条  第 ２ 条 各 号 に 定 め る 支 縁 員 の 活 動 に 対 し て は 、 報

酬 等 を 支 給 し な い も の と す る 。 た だ し 、 支 援 活 動 を 行 っ た

結 果 、 担 当 す る 勝 浦 市 結 婚 相 談 所 登 録 者 が 成 婚 に 至 っ た 場

合 は 、 登 録 者 １ 人 に つ き ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 報 償 費 を 支 払 う

も の と す る 。  

（ 責 任 等 ）  

第 １ ２ 条  支 縁 員 の 活 動 中 に お け る 相 談 者 、 そ の 他 関 係 者 と

の ト ラ ブ ル に つ い て は 、 市 は 一 切 責 任 を 負 わ な い 。  

（ 庶 務 ）  

第 １ ３ 条  支 縁 員 に 関 す る 庶 務 は 、 勝 浦 市 芸 術 文 化 交 流 セ ン

タ ー 芸 術 文 化 振 興 係 に お い て 行 う 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 で 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


